



留萌市立小中学校における
生成AIの利用ガイドライン





















留萌市教育委員会

	制定日
	施行日

	令和8年５月１５日
	令和8年５月１５日




改訂履歴

	版数
	改訂日
	改定履歴

	1.0版
	-
	新規





目次
1.	趣旨	4
2.	生成AIの利用における基本方針	4
3.	本ガイドラインの適用範囲について	5
4.	対象生成AIについて	5
5.	生成AIを利活用するうえでの注意点	5





1. [bookmark: _Toc227003614]趣旨
生成AIは、社会インフラの一部となる時代において、より重要なものになるという認識の下、授業準備を含む校務において利活用することで、校務の効率化や質の向上等、教職員の働き方改革につなげていくことも期待されている。
このような中、留萌市教育委員会（以下「市教委」という。）では、本市が設置した公立の小学校及び中学校（以下「学校」という。）において生成AIを利活用する際、働き方改革の実現や学習指導要領で示された資質・能力の育成に向けて、教職員や児童生徒が不安等を感じることなく 、適切に利活用することができるよう、学校の生成AIの適正利用を図るため、注意すべき事項等についてのガイドラインを定めるものである。

参考）
本ガイドラインは文部科学省が策定した、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」及び、北海道教育庁が策定した「道立学校における生成AI利活用ガイドブック」を参考に作成している。

2. [bookmark: _Toc227003615]生成AIの利用における基本方針
市教委は、学校で生成AIを適正に利用するにあたり、以下の点を基本方針とし、理解・遵守した上で利用を認めるものとする。
(1) 安全性を考慮した適正利用
[bookmark: _Hlk226995691]　人間中心の原則に基づき生成AIの利活用に関するリスクに対応するためには、関係法令を遵守した利用を前提とし、開発者や提供者の想定する範囲内での生成AIサービスの適正な利活用を行うことが重要である。具体的には、年齢制限や保護者の同意の必要性、生成物のライセンスの所在など、生成AIサービスの提供者が定める最新の利用規約を確認し、遵守する必要がある。
(2) 情報セキュリティの確保
　学校現場において安全に生成AIを利活用するためには、情報セキュリティの確保が重要である。市教委が策定する「留萌市立小中学校における教育情報セキュリティポリシー」を参考にしながら、市教委は、学校現場の実態に即した教育情報セキュリティポリシーの策定・必要に応じた見直しを行い、市教委・学校においてはそれらを遵守する必要がある。
(3) 個人情報やプライバシー、著作権の保護
　学校での適切な情報の取扱いの観点では、プライバシーを尊重し個人の権利利益を保護するため、個人情報保護法等の関係法令等を遵守する必要がある。また、生成AIサービスの利活用時には、意図せず他人の著作権を侵害することがないように、生成AIと著作権制度について正しく理解する必要がある。
(4) 公平性の確保
　特定の個人ないし集団への人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様な背景を理由とした不当で有害な偏見及び差別が生じることを避けるため、生成AIの学習データや入力するプロンプト、連携する外部サービス等によってバイアスが含まれ得ることに留意し、公平性を欠くことがないよう、人間の判断を介在させる必要がある。
(5) 透明性の確保、関係者への説明責任
　生成AIサービスの利用目的やその態様、リスク等の必要な情報を整理し、関係者に提供することが重要である。地域や学校の実態を踏まえ、必要に応じて教職員や児童生徒、保護者等への説明の機会や問合せも考えられる。

3. [bookmark: _Toc227003616]本ガイドラインの適用範囲について
[bookmark: _Hlk226997776]　上記方針のもと本ガイドラインは、学校で教職員が校務及び学習に利活用する場合及び、児童生徒が学習に利用する場合に適用する。
　ただし児童生徒の利用にあたっては児童生徒の発達の段階や情報活用能力の育成状況に十分留意しつつ、リスクや懸念への学習及び、対策を講じた上で利活用を検討し、保護者に対し周知し、理解を得るとともに、保護者の同意を確認することとし、本格的な利活用は各生成AIの利用規約に準じて中学校２年生以上からとする。

4. [bookmark: _Toc227003617]対象生成AIについて
[bookmark: _Hlk226995348]生成AIのうち基本として、次に示すものは本ガイドラインに記載されている事項及び各利用規約を遵守することで学校での利用を可能とする。
(1) OpenAI ChatGPT（無償版）
(2) Microsoft Copilot（無償版）
(3) Gemini for Google workspace（無償版）
(4) NotebookLM（無償版）
(5) [bookmark: _Hlk228542440]Canva for Education（教育版）のうちCanva AI機能

5. [bookmark: _Toc227003618]生成AIを利活用するうえでの注意点
　上記基本方針等を踏まえ、生成AIを利活用する際は以下のことに注意すること。
(1) 教職員が校務及び学習に利活用する場合
・市教委の整備端末又は情報セキュリティ設置者の許可を得た端末を利用していること。
[bookmark: _Hlk227003200][bookmark: _Hlk227003503]・生成AIサービスの提供者が定める最新の利用規約を確認・遵守していること。
・生成AIの特徴を理解した上で、出力結果の適切性を判断できる範囲内で利活用し、出力された内容を採用するかどうかを自身で判断すること。
・プロンプト(指示文章)に個人が特定できる情報等(機密性２以上情報)を入力しないこと。
・オプトアウト設定をすること。(プロンプトの内容を生成AIの機械学習に利用されない設定をすること)
・著作権の侵害に繋がるような使い方をしないこと。
(2) 児童生徒に学習目的で利活用させる場合
・児童生徒の発達の段階や情報活用能力の育成状況に十分留意しつつ、リスクや懸念への対策を講じた上で利活用を検討すること。
・生成ＡＩを各教科等の学びで用いる前に、生成ＡＩの性質やメリット・デメリット、情報の真偽を確かめる、自己の判断や考えが重要であることを十分に認識できるような使い方等に関する学習（事前学習）を実施すること。
・児童生徒が学校外で生成ＡＩを利用する可能性も踏まえ、生成ＡＩの不適切な利用が行われないよう、保護者に対し周知し、理解を得るとともに、保護者の同意を確認すること。
・児童生徒の学びにおいて生成ＡＩを利用することが目的とならないようにすること。
・生成AIサービスの提供者が定める最新の利用規約を教職員が確認・児童生徒へ遵守させること。
・プロンプトに個人が特定できる情報等を入力させないこと。
・オプトアウト設定をすること。
(3) その他、問題が発生した場合
・生成AIの利用について個人情報の流出の恐れ等、問題が発生した際は「留萌市立小中学校における教育情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティインシデント対応管理実施手順書」に沿って速やかに報告すること。
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